
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和２年２月２１日（金） ８：３３～８：４０ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：安 倍 晋 三 内閣総理大臣 

麻 生 太 郎 国務大臣（副総理，財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

高 市 早 苗 国務大臣（総務大臣，内閣府特命担当大臣） 

森 まさこ 国務大臣（法務大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（外務大臣） 

萩生田 光 一 国務大臣（文部科学大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（厚生労働大臣） 

江 藤 拓 国務大臣（農林水産大臣） 

梶 山 弘 志 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

赤 羽 一 嘉 国務大臣（国土交通大臣） 

小 泉 進次郎 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

河 野 太 郎 国務大臣（防衛大臣） 

菅 義 偉 国務大臣（内閣官房長官） 

田 中 和 德 国務大臣（復興大臣） 

武 田 良 太 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

衛 藤 晟 一 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

竹 本  一 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

西 村 康 稔 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

北 村 誠 吾 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

橋 本 聖 子 国務大臣（東京オリンピック・パラリンピック担当大臣，内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：西 村 明 宏 内閣官房副長官 

岡 田 直 樹 内閣官房副長官 

杉 田 和 博 内閣官房副長官 

近 藤 正 春 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

〇一般案件 １件 

〇国会提出案件 １６件 

○政令        ３件 

○人事        ２件 

〇配布        ２件 

いずれも，案件表のとおり，決定，了解等となった。 
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議事内容： 

○菅国務大臣：ただ今から，閣議を開催いたします。 

まず，閣議案件について，西村副長官から御説明申し上げます。 

○西村内閣官房副長官：国会提出案件について，申し上げます。質問主意書に対する

答弁書１６件について，お手元の資料のとおり，御決定をお願いいたします。 

次に，政令３件について，御決定をお願いいたします。まず，「令和元年１０月１

１日から同月２６日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての災害対策基

本法第１０２条第１項の政令で定める年度等を定める政令」並びに「平成２８年熊

本地震による災害及び平成３０年５月２０日から７月１０日までの間の豪雨及び

暴風雨による災害についての災害対策基本法第１０２条第１項の政令で定める年

度等を定める政令の一部を改正する政令」は，被害を受けた地方公共団体の財政負

担を軽減するため，同項の規定による地方債の発行可能年度の延長等を行うもので

あります。 

次に，「特許法等の一部改正法の施行に伴う意匠登録令の規定の整備及び経過措

置に関する政令」は，同改正法における関連意匠制度の見直しに伴い，用語の変更

を行うとともに，所要の経過措置を定めるものであります。 

次に，人事案件について，申し上げます。まず，麻生副総理がＧ２０財務大臣・

中央銀行総裁会議出席等のため，本日から２４日まで，海外出張されますので，御

了解をお願いいたします。 

次に，草川實外２１２名の叙位又は叙勲について，御決定をお願いいたします。 

次に，配布資料といたしまして，「消費者物価指数」があります。本件につきまし

ては，後程，総務大臣から御発言があります。 

次に，件名外案件について，申し上げます。「医療機材整備計画の実施のための贈

与に関する書簡」をパレスチナ解放機構との間に交換することについて，御決定を

お願いいたします。本件は，同計画を実施するための約２０億円を限度とする贈与

について，取り極めるものであります。なお，２４日の書簡交換まで不公表といた

したいので，御了承をお願いいたします。 

〇菅国務大臣：次に，大臣発言がございます。まず，総務大臣。 

〇高市国務大臣：本日，消費者物価指数を公表いたしました。その主なポイントは，

次のとおりです。１月の全国の消費者物価指数は，１年前に比べ０．７％の上昇と

なりました。生鮮食品を除く指数は，１年前に比べ０．８％の上昇と，３７か月連

続の上昇となりました。これは，外食などの「生鮮食品を除く食料」や，ガソリン

などの「自動車等関係費」などの上昇によるものです。また，生鮮食品とエネルギ

ーを除いた指数は，１年前に比べ０．８％の上昇と，３１か月連続の上昇となりま

した。１年前と比べた消費者物価は，緩やかな上昇傾向で推移しています。 

〇菅国務大臣：次に，内閣総理大臣から御発言がございます。 

〇安倍内閣総理大臣：麻生副総理は，海外出張いたしますが，その出張不在中，高市

大臣を財務大臣の臨時代理及び金融担当大臣の事務代理に，指定又は命じることと

いたします。 
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〇菅国務大臣：これをもちまして，閣議を終了いたします。 

  引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 

御発言はございますか。 

  無いようですので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。 
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令 和 ２ 年 

２ 月 21 日 

◎ 国 会 提 出 案 件

1. 衆 議 院 議 員 櫻 井 周 （ 立 国 社 ） 提 出 東 京 オ リ ン

ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク の 延 期 に 関 す る 質 問

に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 )( 内 閣 官 房 ）

○ 1. 衆 議 院 議 員 櫻 井 周 （ 立 国 社 ） 提 出 和 泉 内 閣 総

理 大 臣 補 佐 官 の 海 外 出 張 に 関 す る 質 問 に 対 す

る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）     （ 同 上 ）

1. 衆 議 院 議 員 早 稲 田 夕 季 （ 立 国 社 ） 提 出 医 療 分

野 の 研 究 開 発 関 連 の 調 整 費 を 新 型 コ ロ ナ ウ イ

ル ス 対 策 に 使 う べ き こ と に 関 す る 質 問 に 対 す

る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）     （ 同 上 ）

1. 衆 議 院 議 員 早 稲 田 夕 季 （ 立 国 社 ） 提 出 内 閣 官

房 の 業 務 の 在 り 方 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁

書 に つ い て （ 決 定 ）        （ 同 上 ）

1. 参議院議員有田芳生（立憲・国民．新緑風会・

社 民 ） 提 出 「 公 務 の 遂 行 を 補 助 す る 」 内 閣 総

理 大 臣 夫 人 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ

い て （ 決 定 ）           （ 同 上 ）

1. 衆 議 院 議 員 櫻 井 周 （ 立 国 社 ） 提 出 内 閣 府 に お

け る 桜 を 見 る 会 の 招 待 者 の 取 り ま と め に 関 す

る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）

（ 内 閣 府 本 府 ） 

1. 参 議 院 議 員 浜 田 聡 （ み ん ） 提 出 マ ス ク の 買 い

占 め ・ 転 売 行 為 に 対 し ， 物 価 統 制 令 ， 国 民 生

活 安 定 緊 急 措 置 法 ， 買 い 占 め 防 止 法 等 を 活 用

す る こ と に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い

て （ 決 定 ）          （ 消 費 者 庁 ）

1. 衆 議 院 議 員 柿 沢 未 途 （ 立 国 社 ） 提 出 太 陽 光 発

電 パ ネ ル に 対 す る 法 定 外 目 的 税 に 関 す る 質 問

に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ） （ 総 務 省 ）

（ 金 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

〔 別 添 〕
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1. 衆 議 院 議 員 初 鹿 明 博 （ 無 ） 提 出 川 崎 市 ふ れ あ

い 館 に 届 い た 差 別 に 基 づ き 在 日 コ リ ア ン を 脅

迫 す る 年 賀 は が き に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁

書 に つ い て （ 決 定 ）       （ 法 務 省 ） 

1. 衆 議 院 議 員 櫻 井 周 （ 立 国 社 ） 提 出 ギ ガ ス ク ー

ル 構 想 の 実 現 に 向 け て の コ ン テ ン ツ 充 実 に 関

す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ） 

（ 文 部 科 学 省 ） 

1. 衆 議 院 議 員 阿 部 知 子 （ 立 国 社 ） 提 出 乳 幼 児 揺

さ ぶ ら れ 症 候 群 （ Ｓ Ｂ Ｓ ） の 診 断 基 準 の 見 直

し に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て 

（ 決 定 ）          （ 厚 生 労 働 省 ） 

1. 参 議 院 議 員 牧 山 ひ ろ え （ 立 憲 ・ 国 民 ． 新 緑 風

会 ・ 社 民 ） 提 出 ケ ア ラ ー 支 援 に つ い て の 国 の

方 針 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て 

（ 決 定 ）             （ 同 上 ） 

1. 参 議 院 議 員 牧 山 ひ ろ え （ 立 憲 ・ 国 民 ． 新 緑 風

会 ・ 社 民 ） 提 出 ケ ア ラ ー 支 援 に 関 す る 具 体 的

施 策 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て 

（ 決 定 ）             （ 同 上 ） 

1. 衆 議 院 議 員 早 稲 田 夕 季 （ 立 国 社 ） 提 出 カ ジ ノ

事 業 者 と の 接 触 ル ー ル と カ ジ ノ 管 理 委 員 会 に

関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ） 

（ 国 土 交 通 省 ） 

1. 衆 議 院 議 員 丸 山 穂 高 （ 無 ） 提 出 合 併 処 理 浄 化

槽 の 運 用 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い

て （ 決 定 ）           （ 環 境 省 ） 

 

1. 衆 議 院 議 員 下 地 幹 郎 （ 無 ） 提 出 普 天 間 飛 行 場

の 早 期 移 設 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ

い て （ 決 定 ）          （ 防 衛 省 ） 

 
◎ 政  令 

   ○ 令 和 元 年 １ ０ 月 １ １ 日 か ら 同 月 ２ ６ 日 ま で の 間 の

暴 風 雨 及 び 豪 雨 に よ る 災 害 に つ い て の 災 害 対 策 基

本 法 第 １ ０ ２ 条 第 １ 項 の 政 令 で 定 め る 年 度 等 を 定

め る 政 令 （ 決 定 ） （ 内 閣 府 本 府 ・ 総 務 ・ 財 務 省 ） 

資 料  
あ り  
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   ○ 平 成 ２ ８ 年 熊 本 地 震 に よ る 災 害 に つ い て の 災 害 対

策 基 本 法 第 １ ０ ２ 条 第 １ 項 の 政 令 で 定 め る 年 度 等

を 定 め る 政 令 及 び 平 成 ３ ０ 年 ５ 月 ２ ０ 日 か ら ７ 月

１ ０ 日 ま で の 間 の 豪 雨 及 び 暴 風 雨 に よ る 災 害 に つ

い て の 災 害 対 策 基 本 法 第 １ ０ ２ 条 第 １ 項 の 政 令 で

定 め る 年 度 等 を 定 め る 政 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 

（ 決 定 ）     （ 内 閣 府 本 府 ・ 総 務 ・ 財 務 省 ） 

 〃  ○ 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 意 匠

登 録 令 の 規 定 の 整 備 及 び 経 過 措 置 に 関 す る 政 令 

（ 決 定 ）            （ 経 済 産 業 省 ） 

 

◎ 人  事 

   ☆ 財 務 大 臣 麻 生 太 郎 の 海 外 出 張 に つ い て （ 了 解 ） 

   ☆ 元 厚 生 技 官 草 川  實 外 ２ １ ２ 名 の 叙 位 又 は 叙 勲 に

つ い て （ 決 定 ） 

 

◎ 配  布 

   ☆ 消 費 者 物 価 指 数           （ 総 務 省 ） 

☆ 月 例 経 済 報 告          （ 内 閣 府 本 府 ） 

 

 

〔 ○ 署 名 あ り  ☆ 署 名 な し 〕      

 

 

  

資 料  
な し  
資 料  
あ り  

資 料  
あ り  
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                 令 和 ２ 年 

              ２ 月 21 日 

 

◎ 一 般 案 件 

○ 医 療 機 材 整 備 計 画 の 実 施 の た め の 贈 与 に 関 す る 日

本 国 政 府 と パ レ ス チ ナ 解 放 機 構 と の 間 の 書 簡 の 交

換 に つ い て （ 決 定 ）         （ 外 務 省 ） 

 

 

〔 ○ 署 名 あ り  ☆ 署 名 な し 〕 

件  名  外  案  件  （ 金 ）  

資 料  
な し  
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